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不動産情報の
専門家さんお願いします

賃貸トラブル法律講座

コロナ禍を経てどう変わった？ 
入居者の状況とニーズの変化
災害時の損害賠償責任の範囲

http://www.kairyoukousya.or.jp/
ホームページ上のみで、お電話での相談は受け付けておりません。

賃貸住宅経営相談センターのご案内

相談例01

空き家が
なかなか

埋まりませんが
いい方法は
ありますか？

相談例02

経費が
かさんで大変です、
経費削減の
いい方法は
ありますか？

相談例03

ペット対応に
するときの
注意点は
何でしょうか？

相談例04

適切な
アパートローンを
選ぶポイントを
教えてください。

平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされたお客さまへ
平成18年度以前に住宅金融公庫に借入れのお申込みをされて融資を受け、建設された賃貸住宅につきまし
ては、融資金のご返済期間中、入居者と締結する賃貸借契約の内容に関し、次の１から４までの制限事項が
金銭消費貸借契約で定められています。お客さまにおかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る
制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構のホームページ（https://www.jhf.go.jp）をご確認ください。

入居者との賃貸借契約に係る制限事項の概要
1  家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
2  敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、 

レントハウスローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと
3  礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと
4 その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと

一般財団法人 住宅改良開発公社
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
国際中正会館ビル3F　☎03-3237-7411（代表）
http://www.kairyoukousya.or . jp/

株式会社 ジェイ・ケイ企画
〒102-0076　東京都千代田区五番町14-1
☎03-3237-7515

発行人 企画・制作

特集
計上できる経費を正しく理解して
確定申告に備えよう！

賃貸経営アラカルト
お金をおろせない、物件修繕も難しく…

元気なうちに！ 「認知症対策」を

（一財）住宅改良開発公社

弊公社のホームページに賃貸住宅経営相談センター（相談コー
ナー）を開設しております。専門相談員が賃貸住宅経営に関する
ご相談に無料で応じておりますので、是非ご利用ください。



見積金額（諸経費按分） 区分
クロス・クッションフロア張り替え工事 158,911 修繕費
バリアフリー工事 241,418 資本的支出
畳張替 39,891 修繕費
キッチン工事 422,346 資本的支出
洗面所工事 85,014 修繕費
トイレ工事 40,872 修繕費
その他原状回復工事 244,143 修繕費
合計 1，232，595

修繕費 568，831
資本的支出 663，764
合計 1，232，595

税制改正・コロナ特例…2020年分の変更点もチェック！

計上できる経費を正しく理解して

Special Feature 特集確定申告に備えよう！

まもなく確定申告の季節が到来します。今回は
賃貸オーナーにとって身近なケーススタディを
もとに、意外と知らない経費計上のルールを解
説。税制改正、新型コロナ関連の特例など前回
からの変更点もあわせて紹介します。

不
動
産
所
得
の
範
囲
と 

経
費
を
き
ち
ん
と
知
ろ
う

　

確
定
申
告
の
際
、
家
賃
収
入
か
ら
経

費
を
差
し
引
い
た
額
を
不
動
産
所
得
と

し
て
申
告
し
ま
す
。
そ
の
際
、
事
業
の

た
め
に
使
用
し
た
コ
ス
ト
を
漏
れ
な
く

経
費
計
上
し
、
実
態
よ
り
も
過
分
な
所

得
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
節
税

の
基
本
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
ど
の

よ
う
な
支
出
が
ど
の
よ
う
な
経
費
に
な

る
の
か
、
詳
し
く
知
ら
な
い
人
も
意
外

と
多
い
の
で
は
？
税
理
士
の
渡
邉
浩
滋

さ
ん
に
解
説
し
て
も
ら
い
ま
す
。 

 

「
経
費
に
で
き
る
か
否
か
、
ど
の
科
目

で
計
上
す
る
か
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル

ー
ル
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
明
細

の
な
い
領
収
書
を
何
の
説
明
も
な
く
税

理
士
に
渡
し
て
い
る
と
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
的
確
な
経
費
計
上
が
で
き

て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
態
も
あ
り

得
ま
す
」

　

特
に
２
０
２
０
年
分
の
確
定
申
告
は
、

税
制
改
正
や
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
ま
つ
わ

る
特
例
に
よ
る
変
更
点
も
ふ
ま
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
例
年
と
異
な
る
点
が

多
い
分
、
経
費
計
上
に
つ
い
て
も
し
っ

か
り
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

主
な
経
費
と 

注
意
し
た
い
経
費
と
は
？

　

不
動
産
所
得
で
経
費
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

 

「
主
な
と
こ
ろ
で
は
、
租
税
公
課
（
土

地
・
建
物
の
固
定
資
産
税
、
印
紙
税
な

ど
）、
損
害
保
険
料
（
火
災
保
険
、
賠
償

責
任
保
険
な
ど
の
保
険
料
）、
修
繕
費

（
室
内
の
ク
ロ
ス
張
り
替
え
、
壊
れ
た

設
備
の
修
繕
な
ど
）、
減
価
償
却
費
（
建

物
の
設
備
の
取
得
あ
る
い
は
建
築
に
か

か
っ
た
費
用
・
大
規
模
な
リ
フ
ォ
ー
ム

の
費
用
を
、
取
得
し
た
資
産
の
耐
用
年

数
に
応
じ
て
複
数
年
に
分
割
し
、
計
上

す
る
）、
借
入
金
利
子
（
賃
貸
す
る
建

物
の
取
得
ま
た
は
建
築
に
と
も
な
う
ロ

ー
ン
の
利
息
）、
事
業
専
従
者
給
与
（
青

色
申
告
の
場
合
。
同
一
生
計
親
族
に
支

払
っ
た
給
与
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
」

　

こ
の
う
ち
、
賃
貸
経
営
で
よ
く
あ
る

支
出
で
知
っ
て
お
き
た
い
の
が
、『
修

繕
費
』
と
、
減
価
償
却
費
と
し
て
計
上

す
る
『
資
本
的
支
出
』
の
違
い
で
す
。

 

「
例
え
ば
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
も
、

工
事
費
は
そ
の
内
容
・
金
額
な
ど
に
よ

っ
て
修
繕
費
と
資
本
的
支
出
（
科
目
は

減
価
償
却
費
）
に
分
け
ら
れ
、
同
じ
経

費
で
も
計
上
の
仕
方
が
変
わ
っ
て
き
ま

す
」

　

一
般
的
に
は「
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
費
」

と
い
う
言
葉
で
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
が

ち
な
支
出
も
、
税
法
上
は
扱
い
が
異
な

る
わ
け
で
す
。

　

間
違
っ
た
科
目
で
計
上
し
て
節
税
効

果
を
下
げ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
た

め
に
も
、
賃
貸
経
営
で
よ
く
あ
る
支
出

に
つ
い
て
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

税理士、司法書士、宅地建物取引士。税理士試
験合格後、実家の大家業を引き継ぎ、危機的な
経営状態の改善に成功。セミナー・著書多数。

渡邉浩滋総合事務所 代表　
大家さん専門税理士 渡邉 浩滋 氏

工
事
内
容
に
よ
っ
て 

経
費
計
上
の
仕
方
が
変
わ
る

 

「
物
件
の
工
事
費
は
す
べ
て
経
費
計
上

で
き
ま
す
が
、
多
く
の
場
合
、
修
繕
費

と
資
本
的
支
出（
科
目
は
減
価
償
却
費
）

に
分
か
れ
ま
す
。
判
別
す
る
際
の
基
本

的
な
考
え
方
は
“
原
状
回
復
か
、
そ
れ

と
も
、
建
物
の
価
値
や
耐
久
性
を
高
め

て
い
る
か
”
で
す
」

　

例
え
ば
室
内
の
ク
ロ
ス
張
り
替
え
、

雨
漏
り
修
理
な
ど
は
“
原
状
回
復
”
な

の
で
修
繕
費
と
な
り
、
支
出
の
あ
っ
た

年
に
一
括
計
上
で
き
ま
す
。
対
し
て
バ

リ
ア
フ
リ
ー
工
事
や
新
品
キ
ッ
チ
ン
へ

の
交
換
は
、“
建
物
の
価
値
や
耐
久
性

を
高
め
る
”
資
本
的
支
出
で
す
。
科
目

は
減
価
償
却
費
と
な
る
た
め
、
取
得
資

産
の
耐
用
年
数
に
応
じ
て
費
用
を
分
割

し
、
複
数
年
に
わ
た
っ
て
計
上
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
資
本
的
支
出
で
あ
っ
て
も

監
修

「
20
万
円
未
満
の
も
の
」「
３
年
以
内
の

周
期
で
修
繕
・
改
良
が
行
わ
れ
る
も
の
」

な
ど
は
修
繕
費
と
な
り
、
一
括
計
上
が

可
能
。
何
か
を
ま
る
ご
と
交
換
・
取
り

替
え
た
場
合
は
資
産
計
上
が
原
則
で
す

が
、「
10
万
円
未
満
の
も
の
」「
青
色
申

告
者
で
30
万
円
未
満
の
も
の
」
で
あ
れ

ば
修
繕
費
や
消
耗
品
費
に
で
き
る
と
い

っ
た
例
外
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
工
事
内
容
や
金
額
で
計

上
の
仕
方
が
変
わ
る
た
め
、
税
理
士
に

依
頼
す
る
場
合
は
明
細
も
渡
し
て
判
別

し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

そもそも「不動産所得」って？
＜例＞リフォーム・リノベーションの区分表

●�資本的支出に該当しても�
20万円未満のもの
●�3年以内の周期で修繕・改良等が�
行われているもの
●金額にかかわらず、明らかに修繕といえるもの
●�判断が付かない場合は、修理等に要した費用が

60万円未満または取得価格の10％以下

不動産所得とは、建物の貸付などによる不
動産収入（右記参照）から経費を差し引い
たもの。事業とみなされる規模（事業的規
模）かどうかで所得の計算方法が異なる。

●�不動産の貸付による家賃収入、アパートなどの賃貸物件賃料・
駐車場賃料

●�礼金・名義書換料・更新料・敷金や保証金のうち返還不要なも
の・共益費（電気代・水道代・掃除代など）

経費（修繕費）に算入できるもの

※事業を開始する前の支出は、すべて資産計上（減価償却）

CASE

空
き
室
を

１
０
０
万
円
か
け
て

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
。

す
べ
て
経
費
計
上

で
き
る
？

不動産所得 不動産収入 経費

1

POINT

※�資本的支出と明らかでなかっ
た場合は60万円未満の判定
基準を使って修繕費としても可

確定申告に備えよう！

23 2



2020年分の所得税から
適用される税制改正のポイント

POINT 税
制
改
正
で
各
種
控
除
に
変
更
が 

高
所
得
者
は
実
質
増
税

　

２
０
１
８
年
の
税
制
改
正
が
２
０
２
０

年
１
月
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
基
礎
控
除
額
が
10
万
円
引
き

上
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
制
限
も
設
定
さ

れ
、
個
人
の
所
得
金
額
が
２
４
０
０
万

円
以
上
に
な
る
と
改
正
前
よ
り
少
な
く

な
り
、
２
５
０
０
万
円
以
上
は
基
礎
控

除
そ
の
も
の
が
な
く
な
り
ま
す
。

　

給
与
所
得
の
基
礎
控
除
は
、
最
低
額

が
10
万
円
引
き
下
げ
に
。
控
除
額
の
上

●�賃貸経営の支出のうち、リノベーション費用は修繕
費と資本的支出（科目は減価償却費）に分かれるた
め、担当の税理士には明細を渡して相談を。

●�同一生計親族への支払いは、青色申告者は経費、
白色申告者は控除の対象になる。いずれも事業的
規模であることが必須要件。

●�自宅併用賃貸の場合、建物にかけた火災保険など
の保険料は、建物の延床面積に対する賃貸部分の
割合をもとに保険料も按分して経費計上。

●�２０２０年分の確定申告は税制改正やコロナに関す
る項目をふまえ、例年と異なる点に留意する。

　

で
は
万
が
一
、
火
事
や
災
害
に
遭

っ
て
保
険
金
が
下
り
た
場
合
に
は
、

そ
の
保
険
金
は
ど
の
よ
う
に
申
告
す

る
の
で
し
ょ
う
か
？

 

「
個
人
事
業
主
の
場
合
、
保
険
金
は
非

課
税
な
の
で
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
保
険
金
で
行
っ
た

修
繕
工
事
の
費
用
は
、
経
費
に
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
、
保
険

金
を
上
回
る
費
用
が
か
か
っ
て
し
ま

っ
た
ら
、
工
事
費
か
ら
保
険
金
を
引

い
た
差
額
分
だ
け
を
経
費
と
し
ま
す
」

　

一
方
、
法
人
は
保
険
金
を
収
入
と

し
て
申
告
し
、
修
繕
工
事
に
か
か
っ

た
費
用
は
経
費
計
上
し
ま
す
。

Special Feature

事
業
所
得
金
額
な
ど
に
応
じ
て
控
除
が

適
用
さ
れ
る
『
事
業
専
従
者
控
除
』
の

特
例
が
あ
り
ま
す
。

 

「
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
２
つ
の
特

例
は
事
業
的
規
模
が
必
須
要
件
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
質
問

の
場
合
、
賃
貸
事
業
が
事
業
的
規
模
な

ら
ば
、
同
一
生
計
親
族
へ
の
支
払
い
は

経
費
ま
た
は
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

事
業
的
規
模
で
な
け
れ
ば
算
入
は
で
き

ま
せ
ん
」

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
特
例
に
該
当
す
る

同
一
生
計
親
族
は
、
控
除
対
象
配
偶
者

や
扶
養
親
族
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

延
床
面
積
の 

賃
貸
部
分
の
割
合
に
応
じ
る

　

建
物
の
一
部
が
自
宅
、
一
部
が
賃

貸
用
と
い
う
場
合
、
建
物
に
か
け
た

火
災
保
険
料
は
、
賃
貸
割
合
に
応
じ

た
額
を
経
費
と
し
て
計
上
で
き
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
建
物
全
体
の
延
床
面
積

に
対
し
て
賃
貸
部
分
が
占

め
る
割
合
を
も
と
に
、
経
費

と
な
る
保
険
料
を
算
出
す

る
の
が
一
般
的
。
例
え
ば

建
物
の
約
半
分
が
賃
貸
住

宅
な
ら
、
保
険
料
の
半
額

を
経
費
に
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
な
お
、
車
な

ど
を
事
業
用
と
自
家
使
用

で
併
用
す
る
場
合
も
、
考

え
方
は
同
じ
で
す
。
事
業

利
用
し
た
割
合
の
み
が
経

費
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。

確定申告に備えよう！

ま と め

限
は
１
９
５
万
円
、
控
除
額
の
上
限
に

達
す
る
の
は
所
得
金
額
８
５
０
万
円
と
、

こ
ち
ら
も
ダ
ウ
ン
。
年
金
控
除
も
基
礎

控
除
額
が
10
万
円
下
が
り
、
所
得
金
額

が
増
え
る
に
つ
れ
て
さ
ら
に
下
が
る
こ

と
に
。
こ
れ
ら
は
高
所
得
者
に
と
っ
て

実
質
的
な
増
税
と
い
え
ま
す
。

 

「
賃
貸
オ
ー
ナ
ー
へ
の
影
響
が
大
き
い

と
こ
ろ
で
は
青
色
申
告
者
の
特
別
控
除

額
が
65
万
円
か
ら
55
万
円
に
下
が
り
ま

す
。
た
だ
し
電
子
申
告
な
ら
65
万
円
が

適
用
に
。
ま
だ
切
り
替
え
て
い
な
い
人

は
、
ぜ
ひ
電
子
申
告
に
し
ま
し
ょ
う
」

コロナ関連の注意点

事
業
的
規
模
で
あ
れ
ば 

経
費
ま
た
は
控
除
の
対
象

 

「
同
じ
屋
根
の
下
で
暮
ら
し
て
い
る
同

一
生
計
親
族
に
対
し
て
支
払
う
給
与
は
、

経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
が
大
原

則
で
す
」

　

し
か
し
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い

れ
ば
、
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
る
特
例

が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
特
例
が
、
青
色
申
告
者
の
『
事

業
専
従
者
給
与
』
で
す
。
こ
れ
は
青
色

申
告
者
で
事
業
的
規
模
（
集
合
住
宅
は

お
お
む
ね
10
室
以
上
、
戸
建
て
賃
貸
は

お
お
む
ね
５
棟
以
上
）
を
有
す
る
人
は
、

事
業
に
従
事
し
た
同
一
生
計
親
族
へ
の

給
与
支
払
い
を
経
費
計
上
で
き
る
と
い

う
も
の
で
す
。

　

同
様
に
事
業
的
規
模
に
該
当
す
る
白

色
申
告
者
は
、
経
費
に
は
で
き
な
い
も

の
の
、
同
一
生
計
親
族
の
従
業
員
数
や

コ
ロ
ナ
特
有
の
収
入
・
支
出
や 

税
制
措
置
も
要
チ
ェ
ッ
ク

　

最
後
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
が
確
定
申
告

に
も
た
ら
す
影
響
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

「
入
居
者
に
お
見
舞
金
を
渡
す
（
領
収

書
を
も
ら
う
と
よ
い
）・
マ
ス
ク
を
配

る
な
ど
の
費
用
は
交
際
接
待
費
に
、
共

用
部
に
置
い
た
消
毒
液
の
費
用
は
消
耗

品
費
な
ど
に
な
り
ま
す
」

　

税
制
に
も
特
別
措
置
が
あ
り
ま
す
。

 

「
通
常
、
法
人
オ
ー
ナ
ー
の
場
合
は
、

家
賃
減
額
は
寄
付
金
扱
い
で
大
部
分
が

損
金
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
テ
ナ
ン
ト
賃

料
を
減
額
し
た
場
合
は
損
金
計
上
が
可

能
で
す
。
ほ
か
、
２
０
２
１
年
分
の

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
も
。

減
免
額
は
２
０
２
０
年
分
の
事
業
収
入

を
も
と
に
決
定
さ
れ
、
２
０
２
１
年
1

月
末
ま
で
の
申
請
が
必
要
で
す
」

　

な
お
、
個
人
の
賃
貸
オ
ー
ナ
ー
は
対

象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
持
続
化
給
付

金
を
受
給
し
た
場
合
は
事
業
所
得
の
課

税
対
象
に
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
オ
ー

ナ
ー
は
担
当
の
税
理
士
に
確
認
す
る
と

良
い
で
し
ょ
う
。

CASE

CASE

管
理
を

手
伝
っ
て
く
れ
て
い
る

親
族
に
支
払
う

給
与
の
扱
い
は
？

自
宅
併
用
賃
貸
に

火
災
保
険
を
か
け
た
ら

ど
こ
ま
で
が

経
費
と
し
て

認
め
ら
れ
る
？

2

3

青色は経費、白色は控除対象
事業的規模が必須要件

事業的規模の青色申告
者が事業に従事する同
一生計親族に給与を支
払うと、事業専従者給与
として経費計上できる。
事前の届出が必要。

事業的規模の白色申告
者の同一生計親族への
支払いは経費にならない。
ただし、一定の計算方法
にもとづいた事業専従者
控除が適用される。

青色申告の場合 白色申告の場合

●基礎控除額が10万円引き上げ
●年収2400万円から段階的に基礎控除が減る
●年収2500万円を超えると基礎控除がなくなる
●�公的年金等控除は10万円下がる�
（年金以上の所得で1000万円を超えるとさらに下がる）

●�青色申告特別控除が65万円→55万円に�
（ただし、電子申告をすれば65万円に）

● 入居者へのお見舞金などは、 
経費として計上可能

● 法人の場合、家賃を減免した分の 
損金計上が可能に

● 持続化給付金を受給したら 
事業所得（課税対象）となる 
※個人オーナーは受給対象外

● 2021年度の固定資産税の減免 
所定の手続きをとり、2021年1月31日までに 
市町村へ申告

POINT

事業利用に応じた按分が
経費に認められる

POINT

2020年２～10月までの任意の連続する
３カ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率

50%以上減少の場合 全額

30%以上50%未満減少の場合 2分の1

中小企業庁ホームページ▶https://www.chusho.meti.go.jp/

自　宅

賃　貸

仕事として使用 プライベートとして使用

認められる

認められる

認められない

認められない
※できれば、詳細な記録を！！

自動車保険料・ガソリン代等

火災保険料
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本人
じゃないと

新規契約
契約更新

つまり…
何もできない！

契約が
必要なので

預金をおろす

修繕の依頼

家庭裁判所

成年後見人は
この人です！！

弁護士

成年後見制度のうち、家庭裁判所が成年後見人を選任
するものを法定後見制度という。本人の判断能力が不
十分なときのための制度なので、認知症になった後は法
定後見を利用することになる。

◦�法定後見の場合、親族や法律・福祉などの専門家
が選任されるケースが多い。本人の資産額に応じ
て専門家が成年後見人となることが定められてい
る地域もある。
◦�一度選任されると本人が死亡するまで外せない。
◦�専門家が選任された場合は本人死亡まで継続的
な費用がかかるほか、売却などを行うと、都度付加
報酬を払うため、そのコストも視野に入れる。

成年後見制度の1つ。賃貸オーナーが自分で任意
後見人を選任できる。本人に代わり財産管理を行
うが、大きな支出はほぼ認められず制約が多い。

オーダーメードの信託契約を家族間で交わして経営
を託し、賃貸オーナー本人が利益を受け取る方法。
誰に何を任せるか、契約内容の自由度が高い。

賃貸建物を家族が経営権を持つ法人の所有にす
る方法。家族だけで経営の意思決定ができるが、土
地はオーナー所有のままなので土地に係る法律行
為は行えない。

認
知
症
に
な
る
と 

で
き
な
く
な
る
こ
と
と
は
？

　

人
生
１
０
０
年
時
代
と
い
わ
れ
る
昨

今
、
賃
貸
オ
ー
ナ
ー
の
方
々
の
高
齢
化

に
と
も
な
い
、
新
た
な
課
題
と
な
り
つ

つ
あ
る
の
が
認
知
症
対
策
で
す
。

 

高
齢
者
の
認
知
症
有
病
率
は
世
界
的

に
増
加
し
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
も
、

２
０
２
５
年
に
は
65
歳
以
上
の
５
人
に

１
人
が
認
知
症
を
有
病
す
る
と
い
う
推

計
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
（
※
）。

　

と
こ
ろ
が
「
相
続
対
策
は
行
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
認
知
症
対
策
は
何
も
し
て

な
い
」
と
い
う
方
が
多
い
の
も
事
実
。

実
際
、
賃
貸
オ
ー
ナ
ー
だ
っ
た
私
の
祖

父
も
90
歳
を
超
え
て
認
知
症
を
患
い
ま

し
た
が
認
知
症
対
策
は
し
て
お
ら
ず
、

家
族
で
あ
る
両
親
と
私
は
さ
ま
ざ
ま
な

困
難
に
直
面
し
ま
し
た
。

　

症
状
の
度
合
い
に
も
よ
り
ま
す
が
、

賃
貸
オ
ー
ナ
ー
が
認
知
症
に
な
っ
て
判

断
能
力
が
な
く
な
る
、
ま
た
は
不
十
分

に
な
る
と
、
経
営
に
ま
つ
わ
る
ほ
と
ん

ど
の
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
金
融
機
関
の
本
人
名
義
の
口

座
の
お
金
は
家
族
で
も
引
き
出
せ
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、
修
繕
・
管
理
・
売
買
な

ど
の
契
約
行
為
全
般
も
不
可
能
に
。
修

繕
は
借
地
借
家
法
の
入
居
者
保
護
の
観

点
か
ら
可
能
な
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す

が
、
本
人
名
義
の
資
産
に
か
か
わ
る
契

約
は
原
則
と
し
て
で
き
ま
せ
ん
。
万
が

一
、
何
ら
か
の
事
情
で
物
件
を
手
放
し

た
い
と
思
っ
て
も
、
容
易
に
売
却
で
き

な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

対
策
を
せ
ず
認
知
症
に
…
…
。 

そ
の
と
き
は
ど
う
す
る
？

　

こ
の
よ
う
に
、
何
の
対
策
も
せ
ず
に

認
知
症
に
な
る
と
、
で
き
な
い
こ
と
が

一
気
に
増
え
て
し
ま
い
ま
す
。
と
は
い

え
事
業
継
続
や
生
活
の
た
め
に
、
本
人

名
義
の
口
座
か
ら
現
金
を
引
き
出
す
・

振
り
込
む
な
ど
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
対
応
策
が
、

「
成
年
後
見
制
度
」
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
認
知
症
、
知
的
障
が

い
な
ど
の
理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分

な
人
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
成
年
後

見
人
を
選
任
し
、
そ
の
人
が
財
産
管
理

や
契
約
行
為
を
保
護
・
支
援
す
る
と
い

う
も
の
。
家
庭
裁
判
所
が
成
年
後
見
人

を
選
任
す
る
法
定
後
見
制
度
と
、
本
人

が
特
定
の
人
を
選
べ
る
任
意
後
見
制
度

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
任
意
後
見
を

利
用
す
る
に
は
「
本
人
に
十
分
な
判
断

能
力
が
あ
る
こ
と
、
事
前
に
任
意
後
見

お
金
を
お
ろ
せ
な
い
、物
件
修
繕
も
難
し
く
…

相
続
対
策
は
し
て
い
て
も
、自
分
が
認
知
症
に
な
っ
た
と
き
の
対
策
を
し
て
い
る
人
は
ご
く
わ
ず
か
。

高
齢
化
が
進
む
現
代
で
は
、認
知
症
は
も
は
や
他
人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

認
知
症
に
な
る
と
ど
ん
な
困
り
事
が
あ
る
か
を
知
り
、事
前
に
備
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

賃貸経営
アラカルト

に聞きました
専 門 家ま と め

認知症になると本人名義の銀行口座が使え
ず、契約行為も行えない。

認知症になってから取れる対応は法定後見制
度のみ。財産使用にさまざまな制約が生じる。

事前の対策として賃貸事業を滞りなく継続し
やすいのは、「家族信託」と「法人化」。

契
約
を
結
ぶ
こ
と
」
が
条
件
。
つ
ま
り
、

認
知
症
に
な
っ
て
か
ら
成
年
後
見
人
を

つ
け
る
場
合
は
、
必
然
的
に
法
定
後
見

を
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
て
も 

制
約
は
あ
る

　

成
年
後
見
制
度
で
は
、
本
人
の
財
産

使
用
に
関
す
る
こ
と
は
全
て
、
家
庭
裁

判
所
へ
の
報
告
義
務
が
生
じ
ま
す
。
か

つ
、
こ
の
制
度
の
大
き
な
目
的
は
財
産

を
守
る
こ
と
な
の
で
、
必
要
最
低
限
の

支
出
し
か
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
、
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
物

件
の
大
規
模
修
繕
は
極
め
て
困
難
に
。

本
人
名
義
の
資
産
の
運
用
や
売
却
は
不

可
能
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
経
営
難
で
物
件
を
売
却
す
る
し

か
な
い
状
況
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
可

能
性
は
あ
り
ま
す
が
、
手
続
き
に
時
間

が
か
か
り
非
常
に
労
力
を
要
し
ま
す
。

 

な
お
、
本
人
が
死
亡
す
る
ま
で
現
金

引
き
出
し
や
契
約
行
為
を
行
わ
な
い
こ

と
を
前
提
に
、「
成
年
後
見
制
度
を
利

用
せ
ず
、
特
に
何
も
し
な
い
」
と
い
う

選
択
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
方
法

は
、
事
業
の
健
全
な
継
続
と
い
う
観
点

か
ら
あ
ま
り
お
す
す
め
で
き
ま
せ
ん
。

❶�

❷�

❸�

「
な
っ
て
か
ら
」
で
は
遅
い
！ 

早
め
の
認
知
症
対
策
を

　

認
知
症
対
策
で
重
要
な
の
は
、
元
気

な
う
ち
に
行
動
す
る
こ
と
。
具
体
的
に

は
以
下
の
対
策
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
ず
、「
任
意
後
見
」
と
い
う
本
人

の
意
思
で
選
ん
だ
人
を
任
意
後
見
人
に

す
る
方
法
。
運
用
は
法
定
後
見
と
ほ
ぼ

同
じ
な
の
で
一
定
の
制
約
が
生
じ
ま
す
。

　

賃
貸
経
営
を
滞
り
な
く
続
け
る
た
め

に
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
家
族
信
託
」と「
法

人
化
」
で
す
。「
家
族
信
託
」
は
「
誰
に
・

何
を
・
ど
う
し
て
も
ら
う
か
」
を
定
め
た

東京大学大学院修了後、精密機器
メーカーに就職。賃貸オーナーだっ
た祖父が認知症になったのをきっか
けに、現職に。資産継承や家族信
託のコンサルティングを行う。

株式会社ディメーテル
代表取締役
認知症大家対策
アドバイザー
岡田 文徳さん

信
託
契
約
を
、
家
族
間
で
交
わ
す
方
法
で

す
。
賃
貸
オ
ー
ナ
ー
で
あ
れ
ば
、
経
営

を
家
族
に
託
し
、
本
人
は
委
託
者
か
つ

受
益
者
と
な
っ
て
利
益
を
受
け
取
る
の

が
一
般
的
。
賃
貸
建
物
の
「
法
人
化
」
で

は
、
建
物
を
家
族
が
経
営
す
る
法
人
の

所
有
に
し
て
経
営
権
を
委
ね
ま
す
。
た
だ

し
、
基
本
的
に
土
地
の
権
利
は
オ
ー
ナ
ー

に
残
る
た
め
、
土
地
に
関
わ
る
判
断
は
難

し
い
と
い
う
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
専
門
性
が
高
く
複

雑
な
対
応
が
必
要
に
な
る
た
め
、
専
門

家
に
相
談
し
な
が
ら
状
況
に
合
っ
た
対

策
の
検
討
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

元
気
な
う
ち
に
！「
認
知
症
対
策
」を

認知症になると、
こんなことができなくなる！

「法定後見」って?

事前に準備できること

●任意後見

●家族信託

●法人化

●�本人確認が取れず、金融機関の本
人名義口座のお金を下ろせない

●�契約行為ができないため、管理・売
買などの契約が不可能に

●�莫大な費用がかかる大規模修繕な
どを行うことも難しくなる

※内閣府　平成28年版高齢社会白書「65歳以上の認知症患者数と有病率の将来推計」

参考 法務省「法定後見の成年後見人は、親族や法律・福祉などの専門家が選任される」
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宮城県仙台市
30～50㎡ 56,982円➡
50～70㎡以下 66,345円➡

埼玉県
30～50㎡ 61,948円 ➡
50～70㎡以下 73,910円 ➡

東京23区
30～50㎡ 98,253円 ➡
50～70㎡以下 127,227円 ➡
東京都下
30～50㎡ 73,099円 ➡
50～70㎡以下 88,969円➡

千葉県
30～50㎡ 60,070円 ➡
50～70㎡以下 74,621円 ➡

神奈川県
30～50㎡ 69,328円 ➡
50～70㎡以下 83,088円➡

愛知県名古屋市
30～50㎡ 65,369円⬆
50～70㎡以下 74,332円 ➡

福岡県福岡市
30～50㎡ 61,510円⬆
50～70㎡以下 72,888円⬆

大阪府大阪市
30～50㎡ 　73,776円 ➡
50～70㎡以下 100,039円⬆

●矢印は前年同月からの変化率
➡ －3.0%～－0.5%以下　➡－0.5%～＋0.5％　 ➡＋0.5%以上～＋3.0％　 ⬆＋3.0%以上 

46.7

48.7

34.5

47.4

47.6

25.9
33.1

20

30

40

50

60

18年Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 19年Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 20年Ⅰ Ⅱ Ⅲ

23.4

　　　首都圏　　　近畿圏　DI50＝前年並み　※点線は見通し
Ⅰ：1～3月期　Ⅱ：4～6月期　Ⅲ：7～9月期　Ⅳ：10～12月期 

動
き
は
落
ち
込
ん
だ
が 

転
居
の
ニ
ー
ズ
は
戻
り
つ
つ
あ
る

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に

伴
う
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
、
不

動
産
仲
介
業
に
お
け
る
２
０
２
０
年
４

月
～
６
月
期
の
景
況
感
は
非
常
に
落
ち

込
み
ま
し
た
（
図
表
１
）。
外
出
自
粛

要
請
に
伴
い
引
っ
越
し
を
控
え
る
方
や
、

不
動
産
会
社
へ
の
来
店
者
数
の
減
少
が

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

5
月
に
は
東
京
23
区
で
転
出
超
過
が

起
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
調
査
開
始
以
来
、

初
の
こ
と
で
す
（
図
表
２
）。
周
辺
で

は
転
入
超
過
に
な
っ
た
県
も
あ
り
、
テ

レ
ワ
ー
ク
の
影
響
の
大
き
さ
が
伺
え
ま

す
。
仕
事
用
と
し
て
部
屋
の
広
さ
を
確

保
で
き
る
上
、
自
然
環
境
が
良
く
、
都

内
へ
通
え
る
郊
外
が
注
目
さ
れ
始
め
て

い
る
よ
う
で
す
。

　

転
居
す
る
人
は
少
な
か
っ
た
４
月
～

６
月
で
す
が
、
去
年
の
同
時
期
と
比
べ

る
と
「
不
動
産
情
報
サ
イ
ト 

ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
」
か
ら
の
電
話
や
メ
ー
ル
で
の

問
い
合
わ
せ
数
は
増
え
て
い
て
、
転
居

の
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
は
多
い
と
い
え
そ

う
で
す
。
自
粛
期
間
に
下
調
べ
を
し
て

い
た
人
た
ち
が
動
き
始
め
る
の
で
、
今

る
入
居
者
か
ら
「
安
い
と
こ
ろ
に
住
み

替
え
た
い
」「
家
賃
を
下
げ
て
ほ
し
い
」

と
い
う
要
望
も
出
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。

で
す
の
で
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
長
引
け

ば
家
賃
動
向
も
下
が
り
気
味
に
変
化
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

実
際
に
感
じ
た
不
便
さ
か
ら 

生
じ
た
新
た
な
ニ
ー
ズ

　

入
居
者
の
ニ
ー
ズ
や
ト
レ
ン
ド
が
大

後
業
況
が
改
善
す
る
こ
と
が
全
国
的
に

も
期
待
で
き
る
で
し
ょ
う
。

家
賃
水
準
は
横
ば
い
だ
が
、 

今
後
の
状
況
に
注
意
を

　

一
方
、
ア
パ
ー
ト
の
募
集
家
賃
の
水

準
は
全
国
的
に
下
が
り
ま
せ
ん
で
し
た

（
図
表
３
）。
首
都
圏
に
関
し
て
い
え
ば
、

や
や
上
昇
傾
向
だ
っ
た
ほ
ど
で
す
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
現
在
新
築
の

コロナ禍を経てどう変わった？

入居者の状況と

ニーズの変化
2020年の年明けから徐々に感染拡大が本格化した新型コロナ
ウイルスは、賃貸住宅市場にも影響を与えました。コロナ禍を経
て、入居者の考え方やニーズはどう変化したかを伺いました。

賃
貸
物
件
が
少
な
く
、
ま
た
、
２
０ 

２
０
年
３
月
に
更
新
時
期
を
迎
え
た
入

居
者
の
多
く
は
、
不
要
不
急
で
あ
れ
ば

転
居
せ
ず
に
契
約
更
新
を
選
択
し
た
た

め
で
す
。
空
室
が
出
に
く
い
状
況
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
条
件
の
良
い
物
件
は

希
少
性
が
高
く
、
家
賃
を
下
げ
る
必
要

が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
募
集
家
賃

の
動
向
で
、
実
際
は
収
入
不
安
を
抱
え

不動産情報の専門家さん
お願いします

アットホームラボ
株式会社
データマーケティング部 
部長

磐
い わ さ き

前 淳子 氏
不動産情報サービスのアットホーム
のグループ会社。不動産データ部門
を統括し、各種市場動向レポートの
公表や、講演・執筆活動を行う

賃貸の業況は落ち込むも回復の見込み

募集家賃は高止まりの傾向

テレワークにおすすめの
住まいの条件

［図表1］首都圏・近畿圏の業況判断指数（業況�DI）の推移

［図表3］�2020年7月全国主要都市の賃貸アパートにおける平均家賃（面積帯別）

［図表2］関東圏における5月の転入超過数（人）

※本調査で用いているDIは前年同期比
※アットホーム（株）調べ（地場の不動産仲介業における景況感調査（2020年4〜6月期））

※「住民基本台帳人口移動報告」（総務省統計局）を加工して作成

◦�テレワークの普及により通勤時間を重視せず
通える郊外へ目を向ける人たちが出てきた。

◦�今のところ家賃動向は横ばい～やや上昇の傾
向。しかし、コロナの影響が長引けば下降気
味に転ずる可能性もあり。

◦�テレワークの実体験から、入居者ニーズは大き
く変化。快適なインターネット接続環境は必須、
テレワークスペースの確保が課題の一つに。

き
く
変
化
し
た
こ
と
も
こ
の
時
期
の
特

徴
と
い
え
ま
す
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
を
経
験
し
て
「
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
接
続
料
無
料
」
の
需
要
が
さ

ら
に
高
ま
っ
て
い
る
ほ
か
、
家
で
過
ご

す
時
間
が
長
く
な
っ
た
こ
と
で
、「
リ

ビ
ン
グ
と
テ
レ
ワ
ー
ク
用
の
部
屋
を
分

け
た
い
」「
趣
味
専
用
の
部
屋
が
欲
し

い
」「
独
立
し
た
子
ど
も
部
屋
が
欲
し

い
」
な
ど
、
広
さ
と
部
屋
数
に
対
し
て

の
ニ
ー
ズ
も
高
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
先
述
の
通
り
都
市
部
か

ら
転
出
し
、
現
在
と
同
額
の
家
賃
で
、

よ
り
広
い
、
ゆ
と
り
あ
る
間
取
り
の
物

件
に
住
も
う
と
郊
外
に
目
を
向
け
る
入

居
者
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
一
方
で
は
「
感
染
を
防

ぎ
た
い
の
で
、
電
車
に
乗
る
時
間
が
短

く
て
済
む
都
心
に
引
っ
越
し
た
い
」「
車

で
通
勤
し
た
い
か
ら
駐
車
場
が
あ
る
物

件
が
い
い
」
と
い
う
層
も
存
在
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
様
々
な
考
え
方
を

持
つ
入
居
者
が
増
え
ニ
ー
ズ
も
多
様
化

す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

入
居
希
望
者
は
情
報
収
集
に
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
お
り
、
欲
し
い

情
報
を
見
つ
け
る
力
が
以
前
よ
り
格
段

に
上
が
っ
て
い
ま
す
。
物
件
を
３
Ｄ
動

画
で
見
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
も
拡
が
り
つ

つ
あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
充
実
し
た
イ
メ

ー
ジ
を
画
像
で
い
か
に
提
供
で
き
る
か

が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
物
件
を
紹
介
す
る

際
に
は
不
動
産
会
社
と
連
携
し
、
ｗ
ｅ

ｂ
上
で
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
を
適
切
に

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■カップル向け
カップル おすすめする住まいの条件 回答割合(％)
1位 インターネット接続料無料 54.9％
2位 テレワークスペースを確保できる間取り 51.8％
3位 テレワークスペースを確保できる広さ 31.7％

■ファミリー向け
ファミリー おすすめする住まいの条件 回答割合(％)
1位 テレワークスペースを確保できる間取り 55.6％
2位 インターネット接続料無料 53.7％
3位 テレワークスペースを確保できる広さ 37.5％

ラ ン キ ン グ
ファミリー向けのトレンド調査では、「夫婦がそれぞれ同時にテレ
ワークできるスペースが欲しい」との意見が多く聞かれました

不動産の
プロが
選ぶ！

POINT!

※アットホーム（株）調べ（調査対象 全国のアットホーム加盟店1276店）

2018年 2019年 2020年

茨城県 ▲224 ▲400 188 扌
栃木県 ▲297 ▲300 57 扌
群馬県 163 ▲40 266 扌
埼玉県 1541 1629 1012 扌
千葉県 702 262 961 扌
東京23区 3504 3348 ▲1314 ➡
東京都下 956 1133 245 扌
神奈川県 904 1357 363 扌

転出超過が
続いた県が、
転入増加に
転じた

2020年4〜6月は
大幅に落ち込んだ

6月以降もどり
つつある

東京23区で
初の転出超過
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すでに建っている賃貸物件の音漏れを防ぐ方法はありますか？

費用面を考えながら、できる限りの音漏れ対策を考えることが重要です。

音の大きさは、デシベル（dB）で表され、一般的に室内で
快適に過ごす音の大きさは40dB以下と言われています。
騒音問題が起きてしまった時は、トラブルの原因となって
いる音の大きさを調べ、日常生活における騒音レベルの目
安（右表参照）と比較するなど、客観的なデータをもとに冷
静に対応することが大切です。
日常の生活音には法的な規制はありませんが、自治体に
よっては配慮すべき指針が定められていたり、音量を計測
する騒音計を貸し出しているところもあります。入居者に
は近隣の住民への配慮をお願いしましょう。
また、物件の状況を最もよく知っているのは入居者です。
契約更新時に騒音などの問題がないかをたずねたり、退
去時に理由を聞くなど、ご自身の物件の状況を随時把握
しておきましょう。

入居者やオーナーが交流を深めた物件は 
騒音などのトラブルが少なくなる

音に対する反応は人や状況により異なります。子どものは
しゃぐ声も、知り合いの子どもであれば「元気に遊んでいる
なぁ」と感じるかもしれません。
同じ大きさの音であっても、音を出す人との関係性で騒音
と感じる場合と、感じない場合があるようです。
日頃から、オーナーを含め入居者同士の交流の場をつくる
ことも騒音トラブルを減らすひとつの対策です。

今ある建物の構造に関連する「遮音性能」を高めるに
は、大掛かりな工事が必要となる場合が多く、費用や工
期がかかります。一方、上下階の「防音」であれば、床に
防音マットや防音タイルカーペットを引くことなどで、比較
的簡便に音の漏れを軽減させることが可能です。また、

オーナー 相談員

上階に毛足の長いカーペットを引くだけでも音の響きを
緩和させる効果があります。
経営状況や物件の状態にあわせ、管理会社や信頼でき
る専門業者にも相談しながら、適切な音漏れ対策を施す
ことが大切です。

（dB）
70

60

50

40

30
※環境省：生活騒音パンフレット（2019年3月）より70dB以下を抜粋

新幹線の車内
バスの車内

銀行の窓口周辺

役所の窓口周辺

ホテルの室内

高層住宅地域（昼間）

戸建住宅地（夜間）

高層住宅地域（夜間）

博物館の館内

美術館の館内
霊園（昼間）

図書館の館内

書店の店内

コーヒーショップの店内
ファミリーレストランの店内

騒音レベルの目安

等
価
騒
音
レ
ベ
ル（
LA
eq
）

戸建住宅地（昼間）

オ
ー
ナ
ー
お
悩
み
相
談
室

賃
貸
経
営
に
お
い
て
騒
音
へ
の
対
応
は
、安
定
経
営
を
続
け
て
い
く
上
で
重
要
な
課
題
で
す
。

入
居
者
が
家
で
過
ご
す
時
間
が
増
え
る
と
と
も
に
、騒
音
ト
ラ
ブ
ル
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

騒
音
問
題
を
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
な
く
、解
決
す
る
た
め
の
留
意
点
な
ど
を
整
理
し
ま
す
。

賃貸住宅業界で40年間にわたり施
工や管理などの実務に携わる。現場
を知り尽くした経験から、実践に役立
つアドバイスを無料で行なっている。

賃貸住宅経営相談
センター 
相談員
日山 秀治氏

http://www.kairyoukousya.or.jp/ ※ホームページ上のみで、お電話での相談は受け付けておりません

騒
音
問
題
を
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
さ
せ
な
い
た
め
に
！

お悩み相談（無料）はこちらへ➡

騒
音
問
題
の
早
期
解
消
が 

安
定
経
営
を
さ
さ
え
る

　

警
視
庁
に
よ
る
と
3
月
、
4
月
の
騒

音
に
関
す
る
一
一
〇
番
通
報
の
受
理
件

数
は
、
前
年
に
比
べ
3
割
近
く
増
え
た

と
の
こ
と
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
拡
大
に
伴
う
外
出
自
粛
に
よ

り
お
う
ち
時
間
が
増
え
た
こ
と
や
、
不

安
や
ス
ト
レ
ス
で
音
に
敏
感
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

心
地
よ
い
住
環
境
を
阻
害
す
る
騒
音

問
題
は
、
早
期
に
解
決
す
る
こ
と
が
非

常
に
大
切
で
す
。
ま
た
、
話
し
合
い
で

解
決
す
る
こ
と
が
基
本
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
騒
音
は
人
や
状
況
に
よ
り
感
じ

方
が
異
な
り
、
対
応
方
法
を
間
違
え
る

と
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
す
る
こ
と

が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

当
事
者
の
話
を
丁
寧
に
聞
き 

話
し
合
い
で
の
解
決
が
基
本

　

入
居
者
か
ら
の
連
絡
で
騒
音
問
題
が

表
面
化
し
た
場
合
、
オ
ー
ナ
ー
ご
自
身

も
し
く
は
管
理
会
社
を
通
じ
て
実
態
を

確
認
し
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

騒
音
問
題
の
初
期
段
階
に
お
け
る
基

本
的
な
対
応
の
留
意
点
を
整
理
し
ま
す
。

　

何
よ
り
素
早
い
対
応
を
心
掛
け
て
く

だ
さ
い
。
騒
音
に
対
す
る
注
意
文
の
掲

示
や
、
全
戸
へ
紙
面
を
投
函
し
て
周
知

す
る
こ
と
も
有
効
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

オ
ー
ナ
ー
や
管
理
会
社
が
、
客
観
的
に

騒
音
と
言
わ
れ
る
音
の
原
因
と
音
の
程

度
を
突
き
止
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
際
は
、
騒
音
を
訴
え
る
人
だ
け
で

な
く
、
音
を
出
し
た
側
や
隣
室
の
入
居

者
の
話
も
聞
き
、
時
間
帯
や
状
況
な
ど

も
鑑
み
て
判
断
し
ま
し
ょ
う
。
騒
音
は

入
居
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
建
物

の
構
造
や
遮
音
性
能
が
原
因
の
場
合
も

あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

多
く
の
場
合
、
法
的
に
は
日
常
の
生

活
音
の
レ
ベ
ル
を
出
ず
、
社
会
通
念
上

我
慢
で
き
る
「
受
忍
限
度
」
と
判
断
さ

れ
ま
す
。
訴
え
た
側
、
訴
え
ら
れ
た
側

の
双
方
に
丁
寧
に
説
明
し
、
お
互
い
に

配
慮
す
る
よ
う
理
解
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
音
を
出
し
て
い
る
側
に
問
題

が
あ
り
、
何
度
注
意
し
て
も
騒
音
が
や

ま
な
い
場
合
は
、
速
や
か
に
内
容
証
明

な
ど
で
是
正
勧
告
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
で
も
改
善
さ
れ
な
い
場
合
は
訴
訟

に
よ
り
解
決
を
図
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

騒
音
ト
ラ
ブ
ル
の
放
置
は 

善
良
な
入
居
者
を
失
う

　

騒
音
問
題
を
放
置
す
る
と
、
善
良
な

入
居
者
が
退
去
し
、
マ
ナ
ー
の
悪
い
入

居
者
が
残
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
の
結
果
、
慢
性
的
に
空
室
を
増
や
す

リ
ス
ク
も
高
ま
り
ま
す
。
こ
れ
を
回
避

す
る
た
め
に
は
、
オ
ー
ナ
ー
ご
自
身
が
、

入
居
者
の
気
持
ち
に
な
っ
て
対
応
に
当

た
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

私
の
経
験
上
、
建
物
自
体
の
遮
音
性

能
が
著
し
く
悪
い
場
合
を
除
き
、
迅
速

で
丁
寧
な
注
意
喚
起
な
ど
を
行
う
こ
と

で
解
決
で
き
る
こ
と
が
大
半
で
す
。
騒

音
に
対
す
る
些
細
な
相
談
も
、
管
理
会

社
と
連
携
し
速
や
か
に
調
整
す
こ
と
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

生活音と騒音の違いは、どう判断すればい良いの？

トラブルの原因となっている実際の騒音レベルを把握し
客観的な目安などをもとに対応しましょう。オーナー 相談員

子どものはしゃぎ声も

知り合いの子供だと 見ず知らずの子供だと

元気に

遊んで
るなぁ

うるさい

例えば
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賃貸トラブル
法律講座

水災・風災時の
トラブル編

災
害
時
の
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲

災
害
時
に
損
害
が
発
生
し
た
場
合
、補
償
は
ど
こ
ま
で
？

大
型
台
風
や
集
中
豪
雨
、地
震
な
ど
の
自
然
災
害
時
に
は
、思
わ
ぬ
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
も
。

今
回
は
、水
災・風
災
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
の
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
、事
例
を
も
と
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

隣
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
倒
壊
防

止
の
た
め
に
撤
去
し
た
事
例

台
風
の
強
風
と
大
雨
の
影
響
で
隣
家
の

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
一
部
が
私
の
所
有
す
る

ア
パ
ー
ト
側
に
倒
壊
し
、
入
居
者
が
怪

我
を
し
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

大
き
く
倒
壊
し
私
の
ア
パ
ー
ト
を
損
壊

さ
せ
る
危
険
が
高
い
た
め
、
私
は
隣
人

の
同
意
を
得
ず
に
直
ち
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀

を
撤
去
し
ま
し
た
。
私
は
隣
人
に
対
し

損
害
賠
償
の
責
任
を
負
い
ま
す
か
。

隣
の
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
が
倒
壊

し
そ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、

私
た
ち
は
、
原
則
と
し
て
、
自
力
で
ブ

ロ
ッ
ク
塀
を
撤
去
す
べ
き
で
は
な
く

（
自
力
で
行
う
と
不
法
行
為
等
の
責
任

強
風
で
ア
パ
ー
ト
の
窓
ガ
ラ
ス

が
割
れ
て
賃
借
人
の
テ
レ
ビ
を

破
損
し
た
事
例

先
日
の
台
風
に
よ
る
強
風
で
、
私
が
賃

貸
し
て
い
る
ア
パ
ー
ト
の
一
室
の
窓
ガ

ラ
ス
が
割
れ
、
入
居
者
の
テ
レ
ビ
を
破

損
し
ま
し
た
。
私
は
、
入
居
者
か
ら
破

損
し
た
テ
レ
ビ
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
損
害
賠
償
の

責
任
を
負
い
ま
す
か
。

本
件
の
回
答
も
基
本
的
に
Ｑ
２

と
同
じ
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
窓
ガ
ラ
ス
は
タ
イ
ル
と
違

っ
て
、
入
居
者
が
、
カ
ー
テ
ン
の
使
用

や
、
雨
戸
等
が
あ
れ
ば
利
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
ガ
ラ
ス
の
飛
散
を
防
ぐ
こ
と

も
可
能
で
す
。
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
は
、

強
風
で
賃
貸
物
件
の
タ
イ
ル
が

飛
ば
さ
れ
て
他
人
に
損
害
を
与

え
た
事
例

先
日
の
猛
烈
な
台
風
で
、
私
が
経
営
す

る
賃
貸
物
件
の
外
壁
の
タ
イ
ル
が
飛
ば

さ
れ
て
、
近
く
に
駐
車
し
て
い
た
Ａ
さ

ん
の
自
動
車
に
激
突
。
自
動
車
に
傷
を

つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
、
建
物

の
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
、
Ａ
さ
ん
の
自
動

車
の
修
理
代
金
を
弁
償
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

を
負
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
）、
ま
ず
は
、

隣
人
に
対
し
予
防
措
置
を
と
る
よ
う
請

求
し
、
そ
れ
で
も
隣
人
が
応
じ
な
い
場

合
は
、
裁
判
所
に
対
し
予
防
措
置
を
と

る
こ
と
を
求
め
る
仮
処
分
申
請
な
ど
の

手
続
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
急
迫
な
事
情
が
存
在
し
、

国
家
の
助
力
を
待
つ
余
裕
が
な
い
と
き

は
、
自
力
で
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

正
当
防
衛
や
緊
急
避
難
と
言
わ
れ
る
も

の
で
す
（
民
法
７
２
０
条
）。

　

本
件
も
、
台
風
に
よ
り
、
隣
家
の
ブ

ロ
ッ
ク
塀
が
さ
ら
に
大
き
く
倒
壊
す
る

危
険
が
高
い
と
い
っ
た
急
迫
の
事
情
が

存
在
し
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
危
険

を
回
避
し
、
ま
た
は
自
己
の
財
産
を
守

想
定
を
超
え
た
猛
烈
な
風
を
理
由
に
不

可
抗
力
を
主
張
し
て
損
害
賠
償
責
任
を

免
れ
る
か
、
ガ
ラ
ス
の
設
置
保
存
に
瑕

疵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
入
居
者
の
過

失
を
主
張
し
て
損
害
の
減
額
を
主
張
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

質
問
の
ケ
ー
ス
は
、
台
風
の
猛

烈
な
風
が
影
響
し
て
い
ま
す
の

で
、
こ
れ
は
不
可
抗
力
と
も
い
う
べ
き

で
建
物
所
有
者
に
は
責
任
は
な
い
か
の

よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
本
件
は
そ
ん

な
に
簡
単
に
は
結
論
が
出
ま
せ
ん
。

　

建
物
は
、
土
地
の
工
作
物
（
土
地
に

接
着
し
て
築
造
さ
れ
た
設
備
）
に
該

当
し
ま
す
の
で
、
本
件
は
、
民
法
第

７
１
７
条
１
項
の
土
地
の
工
作
物
責
任

の
問
題
と
な
り
ま
す
。
土
地
の
工
作
物

責
任
と
い
う
の
は
、
建
築
物
等
の
土
地

の
工
作
物
の
設
置
ま
た
は
保
存
に
瑕
疵

が
あ
り
、
そ
れ
が
原
因
で
他
人
に
損
害

を
及
ぼ
し
た
と
き
は
、
工
作
物
の
占
有

者
や
所
有
者
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
担

す
る
と
い
う
責
任
で
す
。

　

工
作
物
の
「
設
置
ま
た
は
保
存
の
瑕

疵
」
と
い
う
の
は
、
工
作
物
の
設
置
当

時
あ
る
い
は
、
そ
の
後
の
維
持
管
理
の

過
程
で
そ
の
工
作
物
が
通
常
有
す
べ
き

品
質
を
欠
く
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
言
い
ま
す
。

　

本
件
で
は
、
建
物
の
外
壁
に
つ
い
て

定
期
的
に
適
切
な
点
検
補
修
を
し
て
お

り
、
設
置
ま
た
は
保
存
に
瑕
疵
は
な
く
、

タ
イ
ル
が
剥
が
れ
た
の
は
、
あ
ま
り
に

猛
烈
な
台
風
の
風
に
よ
る
も
の
と
い
う

中央大学法学部卒。1997年司
法試験合格。2000年東京弁護
士会登録。現在ことぶき法律事務
所所長。

ことぶき法律事務所
尋木浩司弁護士
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まとめ
　昨今、気象状況の変化等の影響
で、より大型の台風が日本を襲った
り、集中豪雨により洪水被害が多
発しています。賃貸オーナーとして
は、土地工作物責任を負わないた
めに、こういった気象状況の変化
も見据えた上で普段からの建物の
保守管理が重要だと考えます。

こ
と
で
あ
れ
ば
、
建
物
オ
ー
ナ
ー
は
損

害
賠
償
責
任
す
な
わ
ち
修
理
代
金
の
弁

償
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
建
物
の
外
壁
に
つ
い
て
点

検
補
修
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
タ
イ
ル
が

劣
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

建
物
オ
ー
ナ
ー
は
土
地
の
工
作
物
責
任

に
よ
り
修
理
代
金
の
弁
償
責
任
を
負
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
タ
イ
ル
も
一
部
劣
化
し
て
お

り
、
さ
ら
に
台
風
の
風
も
猛
烈
で
、
両

方
が
タ
イ
ル
落
下
に
影
響
し
て
い
る
と

い
う
場
合
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　

裁
判
例
と
し
て
、
阪
神
大
震
災
の
際
、

建
物
自
体
の
設
置
の
瑕
疵
と
震
度
７
と

い
う
想
定
外
の
揺
れ
が
競
合
し
て
建
物

倒
壊
の
原
因
と
な
り
、
建
物
居
住
者
が

死
傷
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
、
賠
償
額

の
算
定
に
あ
た
り
、
自
然
力
の
損
害
発

生
へ
の
寄
与
力
を
総
合
的
に
考
慮
し
、

建
物
の
所
有
オ
ー
ナ
ー
に
５
割
の
損
害

賠
償
義
務
を
認
め
た
も
の
が
あ
り
ま
す

（
神
戸
地
裁
平
成
11
年
９
月
20
日
判
決
）。

本
件
で
も
台
風
の
猛
烈
な
風
が
ど
の
程

度
損
害
発
生
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
総

合
的
に
考
慮
し
て
、
オ
ー
ナ
ー
が
弁
償

す
べ
き
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
ま
す
。

る
た
め
に
や
む
を
得
ず
こ
れ
を
撤
去
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
正
当
防
衛

あ
る
い
は
緊
急
避
難
と
な
り
、
不
法
行

為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
責
任
は
負
わ
な

い
も
の
と
考
え
ま
す
。
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光の

芸術
多彩な光で夜を彩る
冬の絶景イベント
空気が澄み渡る冬の夜は、光の輝きがひと際美しく映えます。
和情緒漂う街の灯りや大自然の神秘、壮大なイルミネーションと、
光が紡ぎ出す絶景イベントをご紹介します。

公社お問い合せ先

本社・首都圏本部 札幌支社 仙台支社
営業地域／ 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、 

茨城県、山梨県、沖縄県 営業地域／北海道 営業地域／ 青森県、岩手県、宮城県、 
秋田県、山形県、福島県

〒102-0076 東京都千代田区五番町14-1 
国際中正会館ビル3階

〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西3-1-8 
朝日生命ビル3階

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1
東菱ビルディング5階

☎03-3237-7411　 FAX 03-3237-7418 ☎011-221-6717　 FAX 011-221-7200 ☎022-266-2941　 FAX 022-266-2926

高崎支社 名古屋支社
営業地域／栃木県、群馬県、新潟県、長野県、富山県*、石川県*、福井県*
*富山県、石川県、福井県で建設された方については、返済開始後の管
理業務を名古屋支社が行います。

営業地域／岐阜県、愛知県、三重県、静岡県*
*静岡県で建設された方については、返済開始後の管理業務を首都圏
本部が行います

〒370-0849 群馬県高崎市八島町110-1 
アールエムツー高崎ビル2階

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-15-31 
千種ニュータワービル9階

☎027-324-6171　 FAX 027-324-6172 ☎052-930-6821　 FAX 052-930-6824

大阪支社 広島支社 福岡支社
営業地域／ 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 

和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 営業地域／鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 営業地域／ 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 
大分県、宮崎県、鹿児島県

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2-4-11
クラボウアネックスビル6階

〒730-0014 広島県広島市中区上幟町7-3　
コンフォート幟7階

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-10-20
KG天神ビル東3階

☎06-6266-9950　 FAX 06-6266-9959 ☎082-511-1151　 FAX 082-511-1160 ☎092-712-4401　 FAX 092-712-4403

首都圏本部�水道橋受付センター
営業地域／東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、山梨県、沖縄県
水道橋受付センター（事業推進第一部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-2 ココタイラビル1階
☎03-5805-2521　 FAX 03-5805-2528

（事業推進第二部）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-2-9 エー・ゼットキュウブビル2階
☎03-5805-2607　 FAX 03-5805-2608

オーナーズネットワーク・パティオ

相続・相続対策について教えてください

前号のアンケートハガキで、皆様の相続に関することを伺いました。
その結果をご紹介します。

皆様の声

【有効回答数271：複数回答可】

今号のアンケートハガキも、ぜひご回答ください！　　

1 2

\ ハーモニー読者に聞きました /

相続対策を目的として
行っていることはありますか？

どんな対策を行っていますか？
（対策を行っていると答えた方：複数回答可）

生前贈与･････････････････････････････････････32.3%
生命保険による納税資金の積立て･･･････28.4%
資産の組み換え･････････････････････････････27.1%
遺言書の作成････････････････････････････････24.5%
法人化････････････････････････････････････････15.5%
その他･････････････････････････････････････････ 8.4%

相続税の節税････････････････････････････････50.2%
遺産分割･････････････････････････････････････25.9%
認知症対策･･････････････････････････････････21.0%
納税資金の不足･････････････････････････････19.2%
その他･････････････････････････････････････････ 4.4%

特になし･･････････････････････････････････････20.7%

相続にまつわる
悩みはありますか？

対策を
行っている
57.2%

特になし
42.8%

次々世代がいない、海外居住の子への相続、
話し合いができず争族になりそう…など

今後も相続の悩みに役立つ記事をお届けします。
ご回答ありがとうございました。

京都・嵐山一帯が日本情緒豊かな陰影のある露地行灯の「灯り」と、ボ
リューム感のある生け花作品で演出されます。また、渡月橋は周囲の山
裾や水辺とともに、野宮神社から大河内山荘庭園に至る散策路「竹林
の小道」もライトアップされ、幻想的な景色を浮かび上がらせます。

日本夜景遺産にも認定されている蔵王の「樹氷ライトアップ」。蔵王山の
雪原の中に立つ氷柱・雪柱が色とりどりの光に照らされる様子は、まさに
大自然が織り成す雪の芸術です。暖房付きの特殊車両・新型雪上車「ナ
イトクルーザー号」（予約制）に乗車して、間近で鑑賞することもできます。

パーク全体をイルミネーションで彩る「光の花の庭」。日本夜景遺産の「日本三大イルミネーショ
ン」にも認定され、「光のふじのはなものがたり」をはじめ、山側に輝く「光の壁画」、池の水面に
映り込む水鏡効果を利用した電飾など、花や自然、季節感を演出する光の芸術を楽しめます。

JR京都駅よりJR嵯峨野線・嵯峨嵐山駅まで約16分。
四条大宮駅からは京福電鉄（嵐電）で嵐電嵐山駅まで約22分 JR山形駅からバスで蔵王温泉バスターミナルまで約33～37分

JR高崎駅よりJR両毛線・JRあしかがフラワーパーク駅まで約1時間10分

アクセス アクセス

アクセス

嵐山花灯路 樹氷ライトアップ

足利フラワーパーク「光の花の庭」
開催中～2021年2月7日（日）

2020年12月中旬 2020年12月下旬～2021年2月末

※ 各イベントはすべて開催予定のものです。コロナ感染状況などにより、変更・中止となる場合もありますので、現地観光協会等へご確認ください。 
また、おでかけ先の都道府県の要請にご協力ください。

和の情緒豊かな灯りに
包まれる冬の嵐山

七色の光と氷雪が織り成す
冬ならではの絶景

花や自然をモチーフにした
イルミネーションの祭典

樹氷ライトアップ 【山形】

嵐山花灯路 【京都】

足利フラワーパーク
「光の花の庭」【栃木】

京都府 山形県

栃木県
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